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（証券コード9903）
2024年５月9日

（電子提供措置の開始日2024年4月30日）
株 主 各 位

栃木県宇都宮市西川田本町三丁目１番１号

代表取締役社長 大田垣 一 郎

第50期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第50期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.kanseki.co.jp/

上記ウェブサイトにアクセスいただき「IR情報」「お知らせ」を順に選択いただき、ご確認くだ
さい。
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コード（9903）を入力・
検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い
申し上げます。
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまして、後述の「議決権行使方

法に関するご案内」をご参照のうえ、2024年５月29日（水曜日）午後５時までに議決権をご行
使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具
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記
1． 日 時 2024年５月30日（木曜日）午前10時
2． 場 所 栃木県宇都宮市西川田本町三丁目１番１号

本社ビル２階 多目的ホール
3． 目 的 事 項
報 告 事 項 第50期（2023年３月１日から2024年２月29日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

4. その他株主総会招集に関する事項
代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様１名を代理人とし
て、その議決権を行使することとさせていただきます。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものと
して取り扱わせていただきます。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載さ

せていただきます。
2. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申し上げます。併せて、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げ
ます。

3. ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねておりま
す。なお、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、下記の事項を除いております。した
がって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした
書類の一部であります。
・「事業報告の6.会社の体制及び方針」
・「計算書類の個別注記表」
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インターネットによる議決権行使のご案内については次頁をご参照ください。

議決権行使方法に関するご案内
株主総会にご出席いただく場合
開催日時 2024年５月30日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。（ご捺印は不要です。）

書面による議決権行使
行使期限 2024年５月29日（水曜日）午後５時到着分まで
各議案の賛否を議決権行使書用紙にご記入のうえ、
切手を貼らずにご投函ください。

インターネットによる議決権行使
行使期限 2024年５月29日（水曜日）午後５時受信分まで
議決権行使サイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/ にアクセスし、
画面の案内に従い、各議案の賛否をご入力ください。

（1）行使期限は2024年５月29日（水曜日）午後５時までとなっており、同時刻までに入力
を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。

（2）書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネット
によるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とし
ます。

（3）パスワード（株主様が変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。
次回の株主総会時は新たに発行いたします。

（4）インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

2024年04月22日 14時43分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



― 4 ―

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル

（受付時間　平日午前９時～午後９時）
0120-768-524

インターネットによる議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決
権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト

① 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

② 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
※ 「QRコード」 は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「スマート行使」の議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数で
すがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に
記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力して
ログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイ
トへ遷移できます。

① 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

「次へすすむ」をクリック

「議決権行使コード」
を入力

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「次へ」をクリック

「登録」をクリック

④ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

② 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

③ 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。
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事 業 報 告

（2023
2024

年
年

３
２

月
月

１
29

日から
日まで）

1. 当社の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当事業年度（2023年３月1日から2024年２月29日まで）における我が国経済は、新型
コロナウイルスの行動制限が緩和されたものの、円安の進行や物価の高騰に加え、ウクライ
ナ情勢の長期化・中東情勢の不安定化による地政学リスクの高まりの影響などから、依然と
して先行き不透明な状況となりました。
この様な中、当社は、当社が掲げるビジョン「着実な成長」と「お客様、地域社会、そし

て共に働く仲間によりそう『スマイル』創造企業」を目指した取り組みを推進してまいりま
した。
営業面では、2023年３月に「WILD－１宇都宮西川田店（栃木県宇都宮市）」、2023年4

月に「WILD－１市川コルトンプラザ店（千葉県市川市）」及び「業務スーパー東光寺店
（栃木県真岡市）」を新規出店し、新たな地域のお客様の取込みを図りました。また商品面で
は、ペットフード、フィッティング・クロージング関連商品、業務スーパーが提供する廉価
な食料品などの売上が堅調に推移いたしました。しかしながら、新型コロナウイルスの行動
制限緩和に伴うお客様志向の多様化やキャンプブームの沈静化により、WILD－１事業が提
供するキャンプ関連用品の売上が大きく毀損しました。また原材料価格高騰により、利益率
も低下し、当事業年度の収益を悪化させることとなりました。
経費面では、新規出店による地代家賃や減価償却費等の増加、電気料金の値上げなどの影

響により経費増となりました。
また、2024年２月期第３四半期会計期間において費用対効果の見地から大田原市に設置

していた売場什器等倉庫の閉鎖を決定したこと及び定期建物賃貸借契約の契約終了に伴う業
務スーパーインターパーク店（栃木県宇都宮市）の閉鎖に伴い店舗等に係る減損損失を３億
52百万円計上しております。
2024年２月期第４四半期会計期間においてWILD－１事業におけるプライベートブランド
商品のうち、長期の滞留が見込まれるキャンプ用品の未消化在庫商品等について、今後の販
売見込などを勘案し、商品の適正評価の観点から、商品評価損14億30百万円を売上原価に
計上するとともに、当社が保有する宇都宮駅東地区土地・建物及びWILD－１店舗等の事業
用資産について、事業環境の変化を踏まえた収益性や今後の見通しなどを検討した結果、
「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき減損処理を行い、30億22百万円の減損損失を計
上しております。
当事業年度の減損損失計上額は33億75百万円となりました。
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宇都宮駅東地区土地・建物は、1979年から2006年にかけて、収益力の向上と効率的な
業務運営を目的として、当社施設集積地域として用地等の取得を進め、様々な業態店舗の展
開や管理部門オフィスとして活用してまいりました。しかしながら、東京近郊住宅地域とし
ての宇都宮駅周辺の魅力度アップや芳賀・宇都宮ＬＲＴの開業等により、当社が基盤とする
駅東地区は急激な住宅地化が進展し、ホームセンターを中心とする商業集積地域として魅力
が減退いたしました。また円滑な業務推進の観点から、西川田本社に管理部門の集約化を行
ったことにより、今後の収益改善が図りにくい状況となりました。
WILD－１店舗につきましては、キャンプブームの沈静化や原材料価格高騰による売上

高・利益率低下などの影響により、今後の収益見通しが悪化いたしました。
これらの結果、当事業年度の売上高は363億53百万円、（前年同期比4.5％減）、営業損失

は14億68百万円（前事業年度は営業利益12億97百万円）、経常損失は15億15百万円（前
事業年度は経常利益12億67百万円）、当期純損失は52億19百万円（前事業年度は当期純利
益６億94百万円）となりました。

（2）事業の種類別の概況
［ホームセンター事業］

ホームセンター事業においては、地域密着型サービスである「スマイル便」（宅配事業）、
「スマイル応援隊」（リフォーム事業）に積極的に取り組むと同時に、ペットイベント「ワン
ダフルとちぎ」、全日本自転車競技選手権大会「シクロクロス宇都宮」などのイベント参加
を通じて、地域のお客様へのサービス向上とカンセキブランドの浸透を図ってまいりまし
た。商品面では、ペットフードや園芸用品、ポイントセールなどの販促活動強化による日用
品などの売上が好調に推移いたしました。しかしながら、DIYブームの沈静化から、木材・
素材・工具の売上が不振であったこと、１年を通じて気温が高温であった影響により、季節
商材の動きが鈍かったことなどから、売上高が減少することとなりました。
これらの結果、ホームセンター事業の営業収益は、158億38百万円、（前年同期比2.9％

減）、セグメント利益は、４億７百万円（前年同期比14.1％減）となりました。

［WILD－１事業］
WILD－１事業においては、2023年３月に「WILD－１宇都宮西川田店（栃木県宇都宮

市）」を、2023年４月に「WILD－１市川コルトンプラザ店（千葉県市川市）」を新規出店
いたしました。
商品面では、外出機会の増加に関連したシューズ、ザック、クロージングウエアなどの売

上が好調に推移いたしました。しかしながら、行動制限解除による余暇関連市場の多様化や
夏の猛暑による影響等によりキャンプ用品の売上が大幅に落ち込んだことや在庫調整の観点
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からキャンプ用品について処分価格への値下げを行ったことにより、収益額が減少いたしま
した。また経費面においても、新店開店に伴う宣伝費等の各種諸経費や電気料の高騰による
販管費が増加することとなりました。
また、WILD－１事業におけるプライベートブランド商品のうち、長期の滞留が見込まれ

るキャンプ用品の未消化在庫商品等について、商品評価損14億30百万円を売上原価に計上
した結果セグメント損失を計上することとなりました。
これらの結果、WILD－１事業の営業収益は、98億89百万円、（前年同期比18.3％減）、

セグメント損失は、18億63百万円（前事業年度はセグメント利益９億13百万円）となりま
した。

［専門店事業］
業務スーパー店舗では、「業務スーパー東光寺店（栃木県真岡市）」を2023年４月に新規

出店いたしました。イベントなどの業務需要が回復しつつあることに加え、一般のお客様に
よる利用が継続的に増加して、出店に係るイニシャルコストが発生しているものの、収益額
は順調に推移しています。また2023年４月から、お客様利便性向上の観点から一部店舗に
おいて精肉・青果の販売を開始いたしました。
オフハウス店舗では、新型コロナウイルス感染症拡大前の水準に客数の回復は至っていな

い状況ですが、ブランド品・金製品の売上は好調でした。また利益率改善の取り組みとし
て、リユース品の自社買取り強化やセール日数削減を行いました。
これらの結果、専門店事業の営業収益は、107億77百万円、（前年同期比9.6％増）、セグ

メント利益は、８億６百万円（前年同期比3.1％増）となりました。

［店舗開発事業］
店舗開発事業では、アミューズメント施設において、クレーンゲーム・音楽ゲームが引き

続き好評でしたが、前事業年度に比べ打ち出しの強いキャラクターに恵まれなかったため、
前事業年度実績を下回ることとなりました。
また、賃貸物件について、一部物件について家賃の引き下げを実施いたしました。
これらの結果、店舗開発事業の営業収益は、３億61百万円、（前年同期比4.7％減）、セグ

メント利益は、１億42百万円（前年同期比2.5％減）となりました。
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事業の種類別セグメント営業収益
（単位：百万円）

事 業 営 業 収 益 前年同期比 構 成 比
ホ ー ム セ ン タ ー 15,838 97.1％ 43.0％
W I L D － 1 9,889 81.7％ 26.8％
専 門 店 10,777 109.6％ 29.2％
店 舗 開 発 361 95.3％ 1.0％
そ の 他 ６ 89.9％ 0.0％

合 計 36,872 95.5％ 100.0％
（注）1. 事業の種類別セグメントの構成内容は、次のとおりであります。

（1）ホームセンター……（DIY用品 、家庭用品、カー・レジャー用品、文具、食品等）
（2）W I L D － 1……（アウトドアライフ用品等）
（3）専 門 店……（リユース商品、業務用食材、飲食店等）
（4）店 舗 開 発……（不動産賃貸、アミューズメント施設等）
（5）そ の 他……（本社の営業収益等）

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
（3）設備投資の状況

当事業年度に実施いたしました設備投資額（有形固定資産、無形固定資産、長期前払費用
を含む）は、10億51百万円でありました。その主なものは、業務スーパー東光寺店（栃木
県真岡市）、WILD－１宇都宮西川田店（栃木県宇都宮市）及びWILD－１市川コルトンプラ
ザ店（千葉県市川市）の新設にかかる投資等であります。これらの設備投資の所要資金は、
自己資金、借入金及びリース契約により充当いたしました。

（4）資金調達の状況
当事業年度の資金調達について、その所要資金は借入によりまかないました。

（5）対処すべき課題
今後のわが国経済の見通しにつきましては、コロナ禍から回復基調に向かうことが期待さ

れるものの、エネルギー・原材料価格の更なる高騰、物価上昇による消費マインドの悪化な
ど、依然として先行き不透明な状態が想定されます。
このような情勢の下、当社は創業50周年を迎え「創業50周年 再起動」を経営スローガ

ンに掲げ、周年事業の販促イベント実施やデジタル会員制度の導入、２業態併設店舗の展開
など売上拡大策の実施と過剰在庫・不稼働在庫の撲滅と仕入枠管理の徹底による営業利益・
キャッシュ・フローの確保など事業再構築に取り組み、地域のお客様の「生活の快適創造」
に繋げる体制づくりを推進してまいります。
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（継続企業の前提に関する重要事象等）
当事業年度において、WILD－１事業における商品評価損や減損損失を計上した結果、52

億19百万円の当期純損失を計上しております。また、当事業年度末の純資産は61億46百万
円（前事業年度比44.9%減）まで減少し、シンジケートローン契約について財務制限条項に
抵触しております。これらの状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような
事象又は状況が存在しております。
しかしながら、借入先金融機関からは、財務制限条項への抵触に基づく期限の利益喪失の

請求は行わない旨、書面にて承諾を頂いております。また、「1.当社の現況に関する事項
（5）対処すべき課題」記載の各種諸施策の着実な実行などにより、2025年２月期における
営業利益の確保に努めてまいります。これらに加え、当面の運転資金及び投資資金におい
て、資金繰りに重要な懸念はないと判断していることから、継続企業の前提に関する重要な
疑義を生じさせるような事象又は状況は存在するものの、重要な不確実性は認められないと
判断しております。

（6）財産及び損益の状況の推移
期 別

区 分

第 47 期
(自至 2020

2021
年
年

３
２

月
月

１
28

日
日 )

第 48 期
(自至 2021

2022
年
年

３
２

月
月

１
28

日
日 )

第 49 期
(自至 2022

2023
年
年

３
２

月
月

１
28

日
日 )

第 50 期
(自至 2023

2024
年
年

３
２

月
月

１
29

日
日 )

売 上 高（百万円） 41,574 40,831 38,069 36,353
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 ( △ )（百万円） 2,898 2,355 1,267 △1,515
当期純利益又は
当期純損失(△)（百万円） 1,787 △187 694 △5,219
１株当たり当期純利益又は
当 期 純 損 失 ( △ ) 257円04銭 △26円97銭 95円74銭 △699円98銭

総 資 産（百万円） 28,773 27,481 29,582 25,495
純 資 産（百万円） 9,836 9,707 11,155 6,146
（注）1. １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)は、期中平均株式数 (自己株式数を控除した株式数) に基

づき算出しております。
2. 第49期より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を適用して

おり、第49期以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載し
ております。
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（7）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
該当事項はありません。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

（8）主要な事業内容（2024年２月29日現在）
ホームセンター事業……DIY用品、家庭用品、カー・レジャー用品、文具、食品等の販売
W I L D － 1事業……アウトドアライフ用品等の販売
専 門 店 事 業……リユース商品等の販売、業務用食材等の販売、飲食店の経営
店 舗 開 発 事 業……不動産の賃貸、アミューズメント施設の運営

（9）主要な事業所等（2024年２月29日現在）
本 社 栃木県宇都宮市

ホ ー ム セ ン タ ー 事 業 栃木県（19店舗)・茨城県（３店舗)
福島県（２店舗)・群馬県（１店舗)

W I L D － 1 事 業

栃木県（４店舗)・宮城県（２店舗)
群馬県（３店舗)・埼玉県（３店舗)
東京都（２店舗)・茨城県（２店舗)
千葉県（３店舗)・福島県（１店舗)
京都府（１店舗)・神奈川県（１店舗)
愛知県（１店舗)・福岡県（１店舗)

専 門 店 事 業

（食品販売事業）
栃木県（19店舗）
（リユース事業）
栃木県（６店舗)・群馬県（１店舗）
福島県（１店舗)・茨城県（１店舗）
（飲食事業）
栃木県（３店舗）

店 舗 開 発 事 業 福島県・栃木県・茨城県・東京都

物 流 セ ン タ ー 栃木県宇都宮市
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（10）使用人の状況（2024年２月29日現在）
区 分 使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 277名 12名減 46.0歳 20.9年
女 性 45名 2名増 39.6歳 15.4年
合 計 又 は 平 均 322名 10名減 45.2歳 20.2年
（注） 使用人数には準社員148名、パートタイマー221名（最近１年の平均雇用人員）は含んでおりません。

（11）主要な借入先（2024年２月29日現在）
借 入 先 借 入 額

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン （注） 8,167百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 825
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 750
株 式 会 社 群 馬 銀 行 695

（注）シンジケートローンは、株式会社足利銀行をアレンジャーとし、株式会社栃木銀行をコ・アレンジャーと
する２社の協調融資によるものであります。

（12）その他当社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2. 会社の株式に関する事項（2024年２月29日現在）
（1）発行可能株式総数 25,500,000株
（2）発行済株式の総数 8,050,000株（自己株式593,922株を含む)
（3）株 主 数 3,118名（前事業年度末比176名増）
（4）大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
服 部 商 会 株 式 会 社 2,179,550株 29.23％
服 部 京 子 1,457,500 19.55
Ｄ Ｃ Ｍ 株 式 会 社 730,000 9.79
千 葉 ゆ き え 459,300 6.16
服 部 正 吉 282,350 3.79
服 部 良 江 259,300 3.48
株 式 会 社 足 利 銀 行 122,000 1.64
株 式 会 社 栃 木 銀 行 115,500 1.55
カ ン セ キ 社 員 持 株 会 112,400 1.51
カ ン セ キ 取 引 先 持 株 会 87,912 1.18
（注）1. 2024年２月29日現在の株主名簿によるものであります。

2. 当社は、自己株式593,922株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株
比率は自己株式を控除して計算しております。
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3. 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

第１回新株予約権
2015年５月28日

取締役会

第２回新株予約権
2016年５月26日

取締役会

第３回新株予約権
2017年５月25日

取締役会
発 行 日 2015年６月12日 2016年６月10日 2017年６月９日
取締役(監査等委員及び
社 外 取 締 役 を 除 く ) の
保 有 状 況

128個（２名） 157個（２名） 93個（２名）

新株予約権の目的となる株式の
種 類 及 び 数 普通株式6,400株(注)2 普通株式7,850株(注)2 普通株式4,650株(注)2

新株予約権の払込金額 １個につき25,200円 １個につき22,200円 １個につき36,300円
新株予約権の行使時の払込金額 １株あたり１円 １株あたり１円 １株あたり１円

権 利 行 使 期 間 2015年６月13日から
2045年６月12日まで

2016年６月11日から
2046年６月10日まで

2017年６月10日から
2047年６月９日まで

第４回新株予約権
2018年５月24日

取締役会

第５回新株予約権
2019年５月23日

取締役会

第６回新株予約権
2020年５月21日

取締役会
発 行 日 2018年６月８日 2019年６月７日 2020年６月５日
取締役(監査等委員及び
社 外 取 締 役 を 除 く ) の
保 有 状 況

42個（２名） 29個（２名） 31個（２名）

新株予約権の目的となる株式の
種 類 及 び 数 普通株式4,200株 普通株式2,900株 普通株式3,100株

新株予約権の払込金額 １個につき121,100円 １個につき167,100円 １個につき205,700円
新株予約権の行使時の払込金額 １株あたり１円 １株あたり１円 １株あたり１円

権 利 行 使 期 間 2018年６月９日から
2048年６月８日まで

2019年６月８日から
2049年６月７日まで

2020年６月６日から
2050年６月５日まで
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第７回新株予約権
2021年５月20日

取締役会

第８回新株予約権
2022年５月26日

取締役会

第９回新株予約権
2023年５月25日

取締役会
発 行 日 2021年６月４日 2022年６月10日 2023年６月９日
取締役(監査等委員及び
社 外 取 締 役 を 除 く ) の
保 有 状 況

22個（２名） 72個（５名） 89個（５名）

新株予約権の目的となる株式の
種 類 及 び 数 普通株式2,200株 普通株式7,200株 普通株式8,900株

新株予約権の払込金額 １個につき265,800円 １個につき173,800円 １個につき139,000円
新株予約権の行使時の払込金額 １株あたり１円 １株あたり１円 １株あたり１円

権 利 行 使 期 間 2021年６月５日から
2051年６月４日まで

2022年６月11日から
2052年６月10日まで

2023年６月10日から
2053年６月９日まで

（注）1. 新株予約権の行使の条件：新株予約権者は、新株予約権の行使期間において、当社及び当社子会社
の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当
たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるもの
とする。

2. 2017年９月１日付の株式併合（２株を１株に併合）の実施に伴い、新株予約権の目的となる当社普
通株式の数を調整しております。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
（1）取締役の状況（2024年２月29日現在）
会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長 大田垣 一 郎
常 務 取 締 役 大 野 昌 利 経営企画部長経理部管掌
取 締 役 星 一 成 WILD－１事業部長
取 締 役 野 尻 昌 彦 総務人事部長兼コンプライアンス担当
取 締 役 福 田 誠 店舗開発部長
取締役（常勤監査等委員） 三 橋 昭 人
取締役（監査等委員） 小 林 美 晴 小林法律事務所所長
取締役（監査等委員） 横 山 幸 子 横山法律事務所所長
取締役（監査等委員） 藤 沼 千 春
（注）1. 取締役小林美晴氏、横山幸子氏及び藤沼千春氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり

ます。
2. 取締役小林美晴氏、横山幸子氏及び藤沼千春氏は株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般

株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
3. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集及び

重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にする
ため、三橋昭人氏を常勤の監査等委員として選定しております。

4. 当事業年度後の取締役の担当の異動は次のとおりであります。
氏名 新 旧 異動年月日

大田垣 一 郎 代表取締役社長兼営業本部長兼ホームセンター事業部長 代 表 取 締 役 社 長 2024年３月１日

星 一 成 取締役WILD－１事業部長兼営業企画部長 取締役WILD－１事業部長 2024年３月１日
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項の規定により、非業務執行取締役との間に、同法第423

条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当社の非業務執行取締役は、会社法第423条第１項の責任につき、会社法第425条第１

項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限定としております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約

を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査等
委員である取締役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補するものです。ただ
し、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由がありま
す。

（4）取締役の報酬等
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年12月23日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役

を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の
決議に際しては、あらかじめ決議する内容について取締役会の任意の諮問機関である指
名・報酬委員会の答申を得ております。
また、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬について報酬等の内容の決

定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、
当該決定方針に沿うものであると判断しております。

① 基本方針
・当社の取締役の報酬は、各役員の職務や職責に応じた報酬体系とし、個々の取締役の報

酬の決定に際しては「透明性」「公正性」「合理性」を確保します。
・具体的には、業務を執行する役員の報酬は、業績向上への意欲を高め、持続的な企業価

値の向上を動機づける報酬体系とします。
・報酬体系・水準については、事前に独立社外役員に確認することで、客観性・合理性を

確保します。
・業務執行取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、役位別の固定報酬と、

中長期インセンティブとしての株式報酬から構成されます。
・監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行

うという観点から、固定報酬とします。

② 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・固定報酬は、職責に応じて役位毎に決定する月例の固定報酬とします。その報酬額は、

経済情勢や当社業績、同業種あるいは同規模他社水準、従業員の給与水準等を踏まえて
決定及び見直しを行います。
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③ 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
・株式報酬型ストック・オプションは、当社規程に基づき報酬月額の２ヶ月分の新株予約

権の数を毎年一定の時期に割り当てます。

④ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等
の額に対する割合の決定に関する方針

・固定報酬と株式報酬の比率は、経済情勢や当社業績、同業種あるいは同規模他社水準、
従業員の給与水準等を踏まえて設定及び見直しを行います。

⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、株主総会で承認された総額の範

囲内で、指名・報酬委員会にて、会社の業績や経営内容、経済情勢等に加え、各取締役
の委嘱業務の業績を踏まえた評価等を元に各取締役の報酬額案についての協議及び諮問
先である取締役会への答申を行い、取締役会にて決定いたします。

・監査等委員である取締役の報酬は、独立性の確保から固定報酬とし、常勤及び非常勤等
を勘案のうえ、株主総会で承認された総額の範囲内で、各監査等委員である取締役の協
議に基づき決定します。

⑥ 取締役の報酬等の額

役員区分
報酬等の
総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(人)基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取締役(監査等委員
であるものを除く)
(うち社外取締役 )

86,669
(―)

74,262
(ー)

ー
(ー)

12,406
(ー)

5
(―)

監査等委員である
取 締 役
(うち社外取締役 )

24,169
(14,919)

24,169
(14,919)

ー
(ー)

ー
(ー)

4
(3)

（注）1. 取締役の支給額には、使用人兼取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2018年５月24日開催の第44期定時株主総会におい

て年額180,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。当該定
時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は５名です。
また、金銭報酬とは別枠で2018年5月24日開催の第44期定時株主総会において取締役（社外取

締役を除く）が株価変動のメリットのみならず、株価下落リスクを共有することによって、中長期
的な業績向上及び企業価値増大への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、上記取締役の
報酬限度額とは別枠で、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額
180,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の
員数は、５名です。

3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2018年５月24日開催の第44期定時株主総会において年額
40,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の
員数は５名です。

4. 非金銭報酬等の内容はストック・オプションであり新株予約権の公正価値を算定し、当事業年度中
の費用計上額を記載しております。
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（5）社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者との兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

② 他の法人等の社外役員との兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。

③ 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員との親族関係
該当事項はありません。

④ 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況

取締役（監査等委員） 小 林 美 晴
当事業年度開催の取締役会に13回中12回、監査等委員会５回中４回
に出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から議案・
審議等につき必要な発言を適宜行っております。

取締役（監査等委員） 横 山 幸 子
当事業年度開催の取締役会に13回全て、監査等委員会５回全てに出
席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から、当社のコ
ンプライアンス体制の構築・維持につき必要な発言を適宜行ってお
ります。

取締役（監査等委員） 藤 沼 千 春
当事業年度開催の取締役会に13回全て、監査等委員会５回全てに出
席し、必要に応じ、総務・人事分野における豊富な専門知識や見識、
また、経営者としての高度な業務経験から議案・審議等につき必要
な発言を適宜行っております。

⑤ 当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
該当事項はありません。
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5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

かなで監査法人

（注）EY新日本有限責任監査法人は、2023年５月25日開催の第49期定時株主総会終結の時をもって任期満了
により会計監査人を退任いたしました。また、同株主総会で新たにかなで監査法人が会計監査人に選任
され就任いたしました。

（2）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（3）会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 41,000千円
② 公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額 1,000千円
③ 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 42,000千円

（注）1. 当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、
報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同
意を行っております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を区分しておりませんので、上記の金額についてはこれらの合計額を記載しておりま
す。なお、金額は消費税等抜きの金額であります。

（4）非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である「合意

された手続業務契約」についての対価を支払っております。
（5）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した
場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づ
き、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第
340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基
づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監
査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解
任の理由を報告いたします。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2024年２月29日現在）

(単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

〔資 産 の 部〕 〔負 債 の 部〕
流 動 資 産 9,371,933 流 動 負 債 10,473,873
現 金 及 び 預 金 748,485 買 掛 金 2,541,714
売 掛 金 692,643 電 子 記 録 債 務 1,120,557
商 品 7,300,426 短 期 借 入 金 3,930,000
貯 蔵 品 16,178 １年内返済予定の長期借入金 1,483,164
前 渡 金 19,477 １年内償還予定の社債 100,000
前 払 費 用 231,761 リ ー ス 債 務 150,392
１年内回収予定の差入保証金 49,543 未 払 金 90,028
そ の 他 313,522 未 払 費 用 414,678
貸 倒 引 当 金 △104 未 払 法 人 税 等 25,401

未 払 消 費 税 等 40,835
前 受 金 26,785
預 り 金 20,299
ポ イ ン ト 引 当 金 4,167
契 約 負 債 416,218

固 定 資 産 16,112,700 資 産 除 去 債 務 77,134
有 形 固 定 資 産 10,582,482 そ の 他 32,494
建 物 2,545,468 固 定 負 債 8,874,842
構 築 物 317,863 社 債 600,000
機 械 装 置 9,537 長 期 借 入 金 6,810,341
車 両 運 搬 具 411 リ ー ス 債 務 202,430
器 具 備 品 223,688 退 職 給 付 引 当 金 513,479
土 地 7,263,670 繰 延 税 金 負 債 396,556
リ ー ス 資 産 180,438 資 産 除 去 債 務 251,054
建 設 仮 勘 定 41,404 長 期 預 り 敷 金 保 証 金 100,981
無 形 固 定 資 産 440,632 負 債 合 計 19,348,716
借 地 権 247,596 〔純 資 産 の 部〕
商 標 権 4,909 株 主 資 本 4,595,889
ソ フ ト ウ エ ア 169,791 資 本 金 1,926,000
リ ー ス 資 産 2,241 資 本 剰 余 金 2,448,680
そ の 他 16,092 資 本 準 備 金 1,864,000
投資その他の資産 5,089,586 そ の 他 資 本 剰 余 金 584,680
投 資 有 価 証 券 3,200,995 利 益 剰 余 金 610,496
敷 金 及 び 保 証 金 1,804,967 利 益 準 備 金 199,240
長 期 前 払 費 用 10,202 そ の 他 利 益 剰 余 金 411,256
そ の 他 73,420 別 途 積 立 金 300,000

繰 越 利 益 剰 余 金 111,256
自 己 株 式 △389,287
評 価 ･ 換 算 差 額 等 1,496,382
その他有価証券評価差額金 1,496,382

繰 延 資 産 10,388 新 株 予 約 権 54,035
社 債 発 行 費 10,388 純 資 産 合 計 6,146,306
資 産 合 計 25,495,023 負 債 ・ 純 資 産 合 計 25,495,023

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2023
2024

年
年

３
２

月
月

１
29

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 36,353,889
売 上 原 価 28,073,877
売 上 総 利 益 8,280,012

営 業 収 入 518,834
営 業 総 利 益 8,798,847

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,267,730
営 業 損 失 （△） △1,468,882

営 業 外 収 益
受 取 利 息 ・ 配 当 金 60,360
補 助 金 収 入 24,900
保 険 金 収 入 3,309
そ の 他 16,312 104,882

営 業 外 費 用
支 払 利 息 102,403
支 払 手 数 料 38,950
そ の 他 10,130 151,484
経 常 損 失 （△） △1,515,484

特 別 利 益
補 助 金 収 入 9,300 9,300

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 551
固 定 資 産 圧 縮 損 9,208
減 損 損 失 3,375,024
賃 貸 借 契 約 解 約 損 1,488 3,386,273
税 引 前 当 期 純 損 失 （△） △4,892,458
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 36,418
法 人 税 等 調 整 額 290,259 326,677
当 期 純 損 失 （△） △5,219,135

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2023
2024

年
年

３
２

月
月

１
29

日から
日まで）

（単位：千円）

項 目

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 そ の 他 資 本 剰 余 金 資 本 剰 余 金
合 計

当 事 業 年 度 期 首 残 高 1,926,000 1,864,000 584,680 2,448,680
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 損 失 （△）
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － －
当 事 業 年 度 期 末 残 高 1,926,000 1,864,000 584,680 2,448,680

項 目

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金
当 事 業 年 度 期 首 残 高 199,240 300,000 5,419,865 5,919,105 △389,287 9,904,497
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △89,472 △89,472 △89,472
当 期 純 損 失 （△） △5,219,135 △5,219,135 △5,219,135
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － △5,308,608 △5,308,608 － △5,308,608
当 事 業 年 度 期 末 残 高 199,240 300,000 111,256 610,496 △389,287 4,595,889
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項 目
評価・換算差額等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 事 業 年 度 期 首 残 高 1,209,073 1,209,073 41,628 11,155,199
事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △89,472
当 期 純 損 失 （△） △5,219,135
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

287,308 287,308 12,406 299,715

事業年度中の変動額合計 287,308 287,308 12,406 △5,008,893
当 事 業 年 度 期 末 残 高 1,496,382 1,496,382 54,035 6,146,306

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2024年4月23日
株式会社カンセキ
取締役会 御中

かなで監査法人
東京都中央区
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 松浦 竜人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 青山 貴紀

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社カンセキの2023年3月1日から

2024年2月29日までの第50期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年３月１日から2024年２月29日までの第50期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたし
ました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議

に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期
的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を行いました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役
及び使用人等からその職務の執行状況に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
なわれることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。
2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人かなで監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2024年４月24日

株式会社 カンセキ 監査等委員会
常勤監査等委員 三 橋 昭 人 ㊞

監査等委員 小 林 美 晴 ㊞
監査等委員 横 山 幸 子 ㊞
監査等委員 藤 沼 千 春 ㊞

（注）監査等委員 小林美晴 横山幸子 藤沼千春 は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。）全員（５名）は本総会の終結の時

をもって任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするものであります。なお、指名・報酬委員
会でその候補者について審議いただき、以下の５名を推薦する旨の答申をうけております。また、監査等委
員会は全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１

大田
おお た

垣
がき

一
いち

郎
ろう

（1962年12月11日生）

1986年４月 当社入社
2007年３月 当社商品部次長兼HIグループ課長
2009年２月 当社商品部長兼商品１課長
2011年３月 当社ホームセンター事業部長兼商品部長
2012年５月 当社取締役ホームセンター事業部長

兼商品部長
2018年５月 当社代表取締役社長兼営業本部長

兼ホームセンター事業部長
2020年３月 当社代表取締役社長兼営業本部長
2021年11月 株式会社茨城カンセキ代表取締役社長

株式会社バーン代表取締役社長
2022年３月 当社代表取締役社長兼経営企画部長

兼コンプライアンス担当
2022年４月 当社代表取締役社長

兼コンプライアンス担当
2023年 3 月 当社代表取締役社長
2024年３月 当社代表取締役社長兼営業本部長

兼ホームセンター事業部長（現任）

10,700株

〔取締役の候補者とした理由〕
同氏は、代表取締役社長として企業価値向上を目指し指揮を執ってきた実績と、当社主幹事業である
ホームセンター事業をはじめとした経営領域において豊富な見識や経験を有していることから、引き
続き取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としております。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

2

大
おお

野
の

昌
まさ

利
とし

（1964年12月30日生）

1987年４月 株式会社足利銀行入行
2008年６月 同行鹿沼ローンセンター長
2010年６月 同行藤岡支店長
2011年10月 同行総合企画部上席審議役
2014年１月 同行事務企画部長
2017年６月 同行執行役員システム統合推進室長
2019年６月 同行常務執行役員システム統合推進室長
2020年６月 同行常務執行役員監査部長
2022年３月 同行退職
2022年４月 当社入社 経営企画部長
2022年 5 月 当社取締役経営企画部長
2023年 3 月 当社取締役経営企画部長経理部管掌
2023年５月 当社常務取締役経営企画部長

経理部管掌（現任）

1,300株

〔取締役の候補者とした理由〕
同氏は、経営企画・システム統合推進分野等の要職を歴任し、経営全般における豊富な経験と見識を
有していることから、引き続き取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取
締役候補者としております。

3

星
ほし

一
かず

成
なり

（1965年３月19日生）

1989年７月 当社入社
2003年３月 当社WILD-1事業部次長兼営業企画課長
2006年６月 当社執行役員WILD-1事業部長兼商品課長
2007年５月 当社取締役WILD-1事業部長
2008年３月 当社取締役営業本部長

兼ホームセンター事業部長
2009年９月 当社取締役経営企画部長
2009年10月 当社常務取締役経営企画部長
2013年３月 当社常務取締役コンプライアンス担当

兼内部統制監査室長
2019年３月 当社常務取締役事業開発室長
2021年３月 当社常務取締役専門店事業部長
2021年11月 当社取締役専門店事業部長
2023年 3 月 当社取締役WILD-1事業部長
2024年３月 当社取締役WILD-1事業部長

兼営業企画部長（現任）

15,500株

〔取締役の候補者とした理由〕
同氏は、入社以来、幅広い業務に従事し各事業の要職を歴任した経験から、当社事業全般に精通し事
業のマネジメントに関する豊富な見識や経験を有していることから、引き続き取締役としての職務を
適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としております。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

４

野
の

尻
じり

昌
まさ

彦
ひこ

（1964年12月８日生）

1987年４月 当社入社
1998年３月 当社ホームセンターカンセキ雀宮店店長
2008年３月 当社店舗運営２課長
2016年３月 当社総務部人事課長
2019年３月 当社管理本部総務部長
2021年３月 当社執行役員管理本部総務部長
2021年11月 当社執行役員総務人事部長
2022年 5 月 当社取締役総務人事部長
2023年 3 月 当社取締役総務人事部長

兼コンプライアンス担当（現任）

2,000株

〔取締役の候補者とした理由〕
同氏は、店舗運営における経営管理や人材育成分野での豊富な業務経験を有し、広範な視点から会社
の持続的成長と企業価値向上に寄与して参りました。その高い専門性と経験に基づき重要事項の決定
や業務執行に関し、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締
役候補者としております。

５

福
ふく

田
だ

誠
まこと

（1963年11月８日生）

1987年４月 当社入社
2000年３月 当社総務部人事教育課長
2009年３月 当社人事労務課長
2015年６月 当社ホームセンターカンセキ駅東店店長
2017年３月 当社総務人事部

労務グループ統括マネジャー
2019年３月 当社人事部長

兼労務グループ統括マネジャー
2021年３月 当社執行役員店舗開発部長
2022年 5 月 当社取締役店舗開発部長（現任）

2,200株

〔取締役の候補者とした理由〕
同氏は、人事及び労務に関する専門知識と豊富な実務経験を有し、人事労務部門や店舗開発部門の責
任者を務めるなど、当社の経営管理強化に貢献して参りました。その高い専門性と経験に基づき重要
事項の決定や業務執行に関し、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、引
き続き取締役候補者としております。

（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．当社は、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しております。本議案にお

いて各氏の選任が承認可決された場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となる予定であり
ます。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

（１）填補の対象となる保険事故の概要
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生じることのある損害について填補するものです。ただし、法令違反の
行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

（２）保険料
保険料は全額会社負担としております。
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第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（４名）は本総会の終結の時をもって任期満了となり、三橋昭人氏及び小林

美晴氏は退任されます。つきましては、経営体制の見直しに伴い1名減員し、監査等委員である取締役３名
の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

１

※
益
まし

子
こ

和
かず

也
や

（1961年８月24日生）

1986年４月 当社入社
1992年１月 当社ホームセンターカンセキ小川店店長
1999年２月 当社ホームセンター事業部店舗運営部

第２エリアマネジャー
2001年９月 当社経営企画室次長
2011年３月 当社ホームセンター事業部店舗運営部長
2015年３月 当社営業本部営業推進部長
2016年５月 当社営業本部専門店事業部長
2021年３月 当社内部統制監査室長（現任）

400株

〔監査等委員である取締役の候補者とした理由〕
同氏は、店舗運営に関する専門知識と豊富な実務経験を有し、また、内部統制監査の責任者を務めるな
ど、当社事業全般に精通しております。その高い専門性と経験に基づき当社の取締役会の適切な意思決
定及び経営監督への貢献を期待できるものと判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

２

横
よこ

山
やま

幸
ゆき

子
こ

（1956年２月10日生）

1978年４月 株式会社足利銀行入行
1979年８月 同行退職
1985年10月 司法試験合格
1988年４月 検事任官
1993年３月 検事退官
1993年４月 弁護士登録（現任）
1995年８月 横山法律事務所開業 同所長（現任）
2006年５月 当社監査役
2018年５月 当社取締役（監査等委員）（現任）

ー株

〔監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕
同氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を有しており、当社の経営に対する適切な監督を行ってい
ただいております。これまで社外取締役となること以外の方法では会社の経営に関与していませんが、
高度な専門知識に基づく広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督への貢献が期待
できるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は現在、当社の
監査等委員である取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結
の時をもって６年となります。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位、担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所 有 す る
当社の株式数

３

藤
ふじ

沼
ぬま

千
ち

春
はる

（1959年11月28日生）

1982年４月 株式会社東武宇都宮百貨店入社
2005年３月 同社人事部長
2010年３月 同社人事部長兼改革推進部長
2011年６月 同社取締役人事部長兼改革推進部長
2013年６月 同社取締役総務部長兼人事部長
2015年５月 同社退社
2016年５月 当社取締役
2018年５月 当社取締役（監査等委員）（現任）

ー株

〔監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕
同氏は、総務・人事分野における豊富な専門的知識や見識、また、経営者としての高度な業務経験を有
しており、当社の持続的成長と企業価値向上に向け、広範な視点から取締役会の適切な意思決定及び経
営監督への貢献が期待できるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしまし
た。なお、同氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって８年、監査等委
員である社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって６年となります。

（注）１．※印は新任の監査等委員である取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
３．横山幸子氏及び藤沼千春氏は、社外取締役の候補者であります。
４．当社は、横山幸子氏及び藤沼千春氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取

引所に届け出ており、引き続き独立役員とする予定であります。
５．当社は、横山幸子氏及び藤沼千春氏との間で、当社定款に基づき法令の定める額を限度として損害

賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、横山幸子氏及び藤沼千春氏が再任された場合は、
当該責任限定契約を継続する予定であります。また益子和也氏の選任が承認可決された場合は、同
氏との間で同様の契約を締結する予定であります。

６．当社は、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しております。本議案にお
いて各氏の選任が承認可決された場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となる予定であり
ます。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

（１）填補の対象となる保険事故の概要
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生じることのある損害について填補するものです。ただし、法令違反の
行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

（２）保険料
保険料は全額会社負担としております。

以上
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文化会館
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株主総会会場ご案内図
会 場 栃木県宇都宮市西川田本町三丁目１番１号

本社ビル２階 多目的ホール
電話 ０２８（６５８）８１２３

交通のご案内 JR宇都宮駅よりタクシーで約30分
東武宇都宮線西川田駅より徒歩約10分
東北自動車道鹿沼インターより車で約20分
北関東自動車道壬生インターより車で約15分
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